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国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」の
更
新
時
期
で
す

立
川
公
園
整
備
計
画
策
定
に
向
け

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
参
加
者
募
集

公
開
す
る
会
議
日
程

　

市
は
、
協
働
に
よ
る
市
政
を
推
進

す
る
た
め
、
審
議
会
な
ど
の
会
議
を

公
開
し
て
い
ま
す
。
公
開
す
る
会
議

の
日
程
は「
広
報
た
ち
か
わ
」や
市
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

い
ず
れ
も
直
接
会
場
へ（
先
着
順
）。

●
総
合
都
市
交
通
戦
略
協
議
会　

時

７
月
31
日（
木
）午
後
３
時
15
分
か
ら

場
市
役
所
102
・
103
会
議
室
定
５
人
問

交
通
対
策
課
・
内
線
２
２
８
３

●
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会　

時

8
月
1
日（
金
）午
後
1
時
30
分
〜
3

時
場
市
役
所
208
・
209
会
議
室
定
16
人

問
保
険
年
金
課
業
務
係
・
内
線
1
3

9
0

●
第
4
次
長
期
総
合
計
画
検
討
市
民

　

市
は
、
憩
い
や
安
ら
ぎ
の
場
と
し

て
公
園
や
緑
地
な
ど
の
整
備
を
市
民

の
皆
さ
ん
と
の
協
働
で
進
め
て
い
ま

す
。
今
回
、
立
川
公
園
の
一
部
区
域

（
柴
崎
町
六
丁
目
の
約
8
7
0
0
平

方
㍍
、
下
地
図
参
照
）の
整
備
計
画

を
考
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
参
加

す
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
利
用
す
る

方
、
近
隣
住
民
の
方
、
市
が
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
で
意
見
を
出
し
合
い
、
樹

林
地
の
保
全
と
安
全
で
快
適
に
利
用

で
き
る
公
園
整
備
の
両
立
を
目
指
し

た
計
画
案
を
策
定
し
ま
す
。

な
お
、
承
認
さ
れ
た
期
間
は
老
齢
基

礎
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
必
要
な

期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額

に
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。
将
来
受
け

取
る
年
金
額
を
増
や
す
た
め
に
は
、

10
年
以
内
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
る

追
納
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
市
保
険
年
金
課
国
民
年
金
係
・
内

線
1
3
9
4
、
立
川
年
金
事
務
所
☎

（
5
2
3
）0
3
5
2

勤
務
先
の
健
康
保
険
に
加
入

し
た
方
へ

●
国
民
健
康
保
険
の
保
険
証
は
使
用

で
き
ま
せ
ん　

就
職
等
で
勤
務
先
の

健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合
は
、
国

民
健
康
保
険
脱
退
の
手
続
き
が
必
要

で
す
。
ま
だ
手
続
き
が
お
済
み
で
な

い
方
は
①
勤
務
先
の
健
康
保
険
証

（
被
扶
養
者
が
い
る
場
合
は
全
員
分
）

②
今
ま
で
お
使
い
の
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
③
印
鑑
を
持
っ
て
、
保

険
年
金
課（
市
役
所
1
階
）か
窓
口
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー（
女
性
総
合
セ
ン

タ
ー
1
階
）で
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

●
脱
退
の
手
続
き
が
遅
れ
る
と　

い

つ
ま
で
も
国
民
健
康
保
険
料
が
か
か

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
う
っ
か

り
国
保
の
保
険
証
を
使
っ
て
診
療
を

受
け
て
し
ま
う
と
、
国
保
か
ら
支
払

わ
れ
た
医
療
費
を
返
還
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

問
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内
線

1
4
0
1

外
国
人
登
録
証
明
書
を
お

持
ち
の
方
へ

　

外
国
人
登
録
証
明
書
の
期
限
は
右

下
表
の
通
り
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
期

限
ま
で
に
在
留
カ
ー
ド
・
特
別
永
住

者
証
明
書
へ
切
り
替
え
る
手
続
き
を

　

入
院
の
場
合
や
高
額
な
外
来
診
療

を
受
け
る
場
合
は
、「
限
度
額
適
用

（
標
準
負
担
額
減
額
）認
定
証
」を
提

示
す
る
と
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
支

払
う
金
額
が
各
世
帯
の
1
か
月
当
た

り
の
限
度
額
ま
で
と
な
っ
た
り
、
入

院
時
の
食
事
代
が
減
額
さ
れ
た
り
し

ま
す
。

　

現
在
発
行
さ
れ
て
い
る
認
定
証
の

有
効
期
限
は
7
月
31
日
で
す
。
8
月

1
日
か
ら
有
効
の
認
定
証
が
必
要
な

方
は
、
保
険
証
と
印
鑑
を
持
っ
て
保

険
年
金
課（
市
役
所
1
階
）で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
が
必
要
な
方　

▽
国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
て
、
8
月
以
降

の
使
用
を
希
望
す
る
方
▽
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
て
認
定

証
を
お
持
ち
で
な
い
方
の
う
ち
、
住

民
税
非
課
税
世
帯
に
属
し
、
8
月
以

　

な
お
、
対
象
区
域
の
一
部
は
平
成

11
年
度
に
基
本
計
画
を
策
定
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
策
定
か
ら
14
年
が

経
過
し
、
周
辺
の
状
況
や
市
民
の
ニ

ー
ズ
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮

し
、
計
画
の
修
正
も
併
せ
て
議
論
し

ま
す
。

対
8
月
〜
12
月
の
平
日
夜
間
の
会
議

（
5
回
程
度
を
予
定
）に
出
席
で
き
る

市
民
の
方
定
10
人
程
度（
申
込
順
）

申
8
月
22
日（
金
）ま
で
に
、
電
話
か
、

住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
書
い
て

フ
ァ
ク
ス
ま
た
は
E
メ
ー
ル
で
公
園

緑
地
課
緑
化
推
進
係
・
内
線
2
2
6

お
願
い
し
ま
す
。

問
市
民
課
窓
口
係
・
内
線
1
3
7
1

降
の
使
用
を
希
望
す
る
方

●
申
請
が
不
要
な
方　

▽
70
歳
以
上

で
住
民
税
課
税
世
帯
に
属
す
る
方

（
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
や

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
が
限

度
額
適
用
認
定
証
と
同
等
の
効
果
を

も
ち
ま
す
）▽
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
し
て
い
る
住
民
税
非
課
税

世
帯
の
方
で
、
す
で
に
認
定
証
を
お

持
ち
の
方（
7
月
中
に
ご
自
宅
へ
郵

送
し
ま
す
）

問
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内
線

1
4
0
1

知
っ
て
い
ま
す
か
、国
民
年
金

の
こ
と

●
お
得
な
付
加
年
金
を
ご
存
じ
で
す

か　

国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
・

任
意
加
入
被
保
険
者
が
定
額
保
険
料

（
平
成
26
年
度　

月
額
1
5
2
5
0

円
）に
付
加
保
険
料（
月
額
4
0
0

円
）を
プ
ラ
ス
し
て
納
付
す
る
と
、

老
齢
基
礎
年
金
に
付
加
年
金
が
上
乗

せ
さ
れ
ま
す
。
付
加
年
金
の
年
金
額

は
、
2
0
0
円
×
付
加
保
険
料
納
付

月
数
で
す
。
付
加
保
険
料
は
申
し
込

ん
だ
月
分
か
ら
の
納
付
と
な
り
ま
す
。

希
望
す
る
方
は
早
め
に
手
続
き
を
。

●
学
生
納
付
特
例　

大
学
・
専
修
学

校
な
ど
の
学
生
で
、
収
入
が
少
な
く

保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
な

と
き
に
は
、
本
人
の
所
得
が
一
定
額

以
下
の
場
合
に
納
付
義
務
が
猶
予
さ

れ
る「
学
生
納
付
特
例
制
度
」を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
学
生
以
外
の

30
歳
未
満
の
方
は
、
本
人
や
配
偶
者

の
前
年
所
得
が
一
定
基
準
以
下
で
あ

れ
ば
、
申
請
に
よ
り
国
民
年
金
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る「
若
年
者

納
付
猶
予
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

　

平
成
26
年
4
月
か
ら
、
申
請
月
の

2
年
1
か
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

申
請
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

０
Fax（
５
２
１
）３
０
２
０
ekouen

ryokuchi@
city.tachikaw

a.lg.jp

へ

N対象区域図

対象区域

柴
崎
体
育
館
駅

多
摩
モ
ノ
レ
ー
ル

納付書裏面等に記載の場所で納付してください問市税=納税課
庶務係・内線1240、国民健康保険料＝保険年金課賦課係・
内線1416、後期高齢者医療保険料＝保険年金課賦課係・内
線1406、介護保険料＝介護保険課介護保険料係・内線1446

▷固定資産税・都市計画税第2期分
▷国民健康保険料第1期分
▷後期高齢者医療保険料第1期分
▷介護保険料第1期分

7月31日木今月の
納期

会
議　

時
8
月
2
日（
土
）午
後
1
時

か
ら
場
市
役
所
3
階
レ
ス
ト
ラ
ン
ス

ペ
ー
ス
定
10
人
問
企
画
政
策
課
・
内

線
2
6
8
8

●
第
４
次
農
業
振
興
計
画
策
定
協
議

会　

時
８
月
５
日（
火
）午
後
２
時
か

ら
場
市
役
所
104
会
議
室
定
５
人
問
産

業
振
興
課
・
内
線
２
６
５
０

●
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会　

時
8
月

5
日（
火
）午
後
7
時
か
ら
場
泉
市
民

体
育
館
定
5
人
問
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

☎（
5
2
9
）8
5
1
5

●
介
護
保
険
運
営
協
議
会（
計
画
策

定
等
調
査
検
討
会
）　

時
8
月
6
日

（
水
）午
後
3
時
か
ら
場
市
役
所
208
・

209
会
議
室
定
5
人
問
介
護
保
険
課
介

護
給
付
係
・
内
線
1
4
4
0

●
教
育
委
員
会
定
例
会　

時
・
場
▽

8
月
14
日（
木
）午
後
1
時
30
分
か
ら

＝
市
役
所
302
会
議
室
▽
8
月
27
日

（
水
）午
後
3
時
30
分
か
ら
＝
市
役
所

208
・
209
会
議
室〔
開
催
日
時
は
変
更

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
お
問
い

合
わ
せ
の
上
、
お
越
し
く
だ
さ
い
〕

定
各
20
人
問
教
育
総
務
課
庶
務
係
・

内
線
2
4
6
5

在留資格 期限 取扱窓口 必要書類

特別永住者
平成27年７月８日または「次回確
認（切替）申請期間」の始期のいず
れか遅い日まで

市役所市民課
●外国人登録証明
書

●写真（縦４㎝×
横３㎝・無帽・
無背景）

●パスポート

永住者 平成27年７月８日まで
入国管理局立
川出張所上記以外の

在留資格
平成27年７月８日または｢在留期
間満了日｣のいずれか早い日まで

● 16歳未満で上記期限よりも前に16歳になる方は、16歳の誕生日までに手続きが必要にな
ります。

●在留期間更新申請などの手続きは、入国管理局☎（528）7179へお問い合わせください。
●写真は３か月以内に撮影したもの

根川

柴崎市民
体育館


